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水産政策の改革について （別紙８）

改革の方向性 改革の具体的内容

０．総論

水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化 水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバランスのとれ
を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバラ た漁業就業構造を確立することを目指し、次のような改革を行うこととし、必要な法整備等を速やかに
ンスのとれた漁業就業構造を確立することを 行う。
目指す なお、法整備等に当たっては、水産業は我が国領海・排他的経済水域を保全する上でも重要な機能を

果たしており、このような国境監視機能を始めとする機能を適正に発揮させることにも十分留意するも
のとする。

１．漁業の成長産業化に向けた水産資源管理

１Ａ １ 新たな資源管理システムの構築
漁業の基礎は水産資源であり、資源を維持・
回復し適切に管理することが必須。 漁業の成長産業化のためには、基礎となる資源を維持・回復し、適切に管理することが必須である。
資源管理については、国際的にみて遜色のな このため、資源管理については、国際的にみて遜色のない科学的・効果的な評価方法及び管理方法と
い科学的・効果的な評価方法及び管理方法と する観点から、以下のとおり見直す。
する。 また、我が国ＥＥＺ内の取組の強化と並行して、関係国と共通に利用する水産資源については、二

国間協定・地域漁業管理機関など国際的な枠組みを通じて資源管理を徹底するとともに、漁業取締体
・資源調査を抜本的に拡充し、国際水準の資 制を強化する。
源評価を実施する。その成果を活用して、
我が国周辺水域の適切な資源管理のための ① 国際水準の資源評価・資源管理を行う前提として、資源評価対象魚種については、原則として有
関係国との協議を進める。 用資源全体をカバーすることを目指す。このため、生産量の多い魚種・資源悪化により早急な対応

が必要な魚種を速やかにカバーした上で、都道府県から要請のあった魚種についても、順次対象に
・主要資源については、アウトプット･コント 追加する。
ロールを基本に、インプット・コントロー また、調査船調査の拡充、情報収集体制の強化など、調査体制を抜本的に拡充するとともに、人
ル、テクニカル･コントロールを組み合わせ 工衛星情報や漁業者の操業時の魚群探知情報などの各種情報を資源量把握のためのビッグデータと
て資源管理を実施する。 して活用する仕組みを整備する。

・アウトプット･コントロールについては、漁 ② 資源管理目標の設定方式を、再生産を安定させる最低限の資源水準をベースとする方式から、国
業の実態を踏まえつつ、可能な限りＩＱ方 際的なスタンダードである最大持続生産量（ＭＳＹ）の概念をベースとする方式に変更し、最大持
式を活用する。 続生産量（ＭＳＹ）は、最新の科学的知見に基づいて設定する。

このため、国全体としての資源管理指針を定めることを法制化し、この指針において、資源評価
のできている主要魚種について、順次資源管理目標として、次の２つの基準を設定する。
ア 回復・維持を目指す水準としての「目標管理基準」（最大持続生産量（ＭＳＹ）が得られる資
源水準）
イ 乱獲を防止するために資源管理を強化する水準としての「限界管理基準」（これを下回った場
合、原則として１０年以内に「目標管理基準」を回復するための資源再建計画を立てて実行する。）
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③ 「目標管理基準」の維持・段階的回復を旨として、国は毎年度の漁獲可能量（ＴＡＣ）を設定す
る。
ＴＡＣ対象魚種は、漁業種類別・海区別に準備が整ったものから順次拡大し、早期に漁獲量ベー

スで８割をＴＡＣ対象に取り込む。

④ 漁業許可の対象漁業については、ＴＡＣ対象とした魚種の全てについて、準備が整ったものから
順次、個別割当（ＩＱ）を導入する。
ＩＱの導入に当たっての割当ては、国が、漁業許可を受けた者を対象に、これまでの実績等も考

慮して、漁船別に、ＴＡＣに占めるＩＱの割合（％）を割当てする方式とする（ＩＱの数量は、毎
年度、その年度のＴＡＣに基づいて確定することになる。）
資源管理に対応しつつ規模拡大や新規参入を促すため、漁船の譲渡等と併せたＩＱの割合の移転

を可能とする。

⑤ ＩＱの円滑な導入及び資源の合理的な活用を図るため、ＩＱの割当てを受けた漁業者相互間で、
国の許可の下に、特定魚種についてのＩＱ数量を年度内に限って融通できることとする。

⑥ また、ＩＱだけでは、資源管理の実効性が十分確保できない場合は、操業期間や体長制限等の資
源管理措置を適切に組み合わせる。

⑦ ＴＡＣ対象魚種全てについて、水揚げ後の速やかな漁獲量報告を義務付ける。その際、ＩＣＴ等
を最大限活用し、迅速に報告されるようにする。
逐次漁獲量を集計し、資源管理上必要な場合には、適切なタイミングで採捕停止など各種措置命

令を発出する。

⑧ ＩＱ超過については、罰則・ＩＱ割当の削減等の抑止効果の高いペナルティ措置を講ずる。

⑨ 海区漁業調整委員会については、適切な資源管理等を行うため、委員の選出方法を見直すととも
に、資源管理や漁業経営に精通した有識者・漁業者を中心とする柔軟な委員構成とする。

⑩ 新たな資源管理措置への移行に伴い、減船や休漁措置などが必要となると考えられ、これについ
ては、円滑な移行を確保する観点から、必要な支援を行う。

⑪ 新たな資源管理措置の下で、適切な資源管理等に取り組む漁業者の経営安定を図るためのセーフ
ティネットとして、漁業収入安定対策の機能強化を図るとともに、法制化を図る。
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１Ｂ
栽培漁業については、資源管理上効果のある 種苗生産・放流・育成管理等については、資源管理の一環として実施するものであることを踏まえ
ものを見極めた上で重点化する。 て、以下のとおり、効果のあるものを見極めた上で重点化する。

① 従来実施してきた事業については、資源評価を行い、事業の資源造成効果を検証する。
検証の結果、資源造成の目的を達成したものや効果の認められないものは実施しないこととする。

② 資源造成効果の高い手法や対象魚種については、今後も事業を実施するが、その際、国は広域魚
種を対象として必要な技術開発・実証を行うなど、都道府県と適切に役割を分担する。
また、広域回遊魚種等については、複数の都道府県が共同で種苗放流等を実施する取組を促進す

る。
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２．水産物の流通構造 ２ 漁業者の所得向上に資する流通構造の改革

世界の水産物需要が高まる中で、我が国漁業 世界の水産物需要が高まる中で、我が国漁業の成長産業化を図るには、輸出を視野に入れて、品質
の成長産業化を図るには、輸出を視野に入れ 面・コスト面等で競争力ある流通構造の確立が必要である。
て、品質面・コスト面等で競争力ある流通構 このため、以下のとおり、流通改革を進める。
造の確立が必要である。

① 水産物流通についても、農産物流通と同様、マーケットインの発想に基づき、
品質・衛生管理の強化、情報通信技術等の活 ア 物流の効率化（加工業者との連携による低コスト化・高付加価値化等）
用、産地市場の統合・重点化、新たな販路の イ 情報通信技術等の活用（取引の電子化、ＡＩ・ＩＣＴを活用した選別・加工技術の導入等）
拡大、トレーサビリティの充実などの流通改 ウ 品質・衛生管理の強化（新たな鮮度保持技術の導入、水産加工施設のＨＡＣＣＰ対応等）
革を進める。 エ 国内外の需要への対応（輸出の戦略的拡大等）

等を強力に進める。

② 漁業者の所得向上に資するとともに、消費者ニーズに応えた水産物の供給を進めるため、産地市
場の統合・重点化を推進し、これとの関係で、漁港機能の再編・集約化や水揚漁港の重点化を進め
る。また、消費地にも産地サイドの流通拠点の確保等を進める。

③ 資源管理の徹底とＩＵＵ（違法・無規制・無報告）漁業の撲滅を図り、また、輸出を促進する等
の観点から、トレーサビリティの出発点である漁獲証明に係る法制度の整備を進め、必要度の高い
ものから順次対象とするとともに、ＩＣＴ等を最大限活用し、トレーサビリティの取組を推進する。

④ また、漁業生産コストの引下げを図るため、国内外における漁業生産資材の供給の状況に関する
調査を行うとともに、最先端の技術の導入や漁船・漁網等の主要資材の調達先・調達方法等の見直
し等を進める。
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３．漁業の成長産業化と漁業者の所得向上に
向けた担い手の確保や投資の充実のための環
境整備

３Ａ ３ 生産性の向上に資する漁業許可制度の見直し
遠洋・沖合漁業については、漁船の大型化等
による生産性の向上を阻害せず、国際競争力 適切な資源管理システムの導入と関連して、沖合・遠洋漁業の生産性の向上・国際競争力の強化に
の強化に繋がる漁業許可制度とする。 つながるよう、漁業許可制度を以下のとおり見直す。

・資源管理方法の変更と関連して、ＩＱが割 ① ＴＡＣ対象魚種など主要資源の管理を適切に進めていく観点から、現行の漁業許可の４区分を大
り当てられている漁船については、トン数 臣許可漁業と知事許可漁業の２区分に整理する。
制限等のインプット・コントロール等に関 これに併せて、試験開発操業の一層の活用等により、新たな漁法等の積極的な導入を促す。
する規制を見直す。

② ＩＱの導入など条件の整った漁業種類については、インプット・コントロール等に関する規制を
・漁業許可を受けた者には、資源管理の状況 抜本的に見直し、トン数制限など漁船の大型化を阻害する規制を撤廃する。
・生産データ等の報告を義務付ける。 なお、ＩＱだけではカバーできない資源管理上の規制（操業区域、操業期間、体長制限など）は、

必要に応じ活用する。
・漁業許可については、資源管理を適切に行
い、かつ生産性の高い者の更新を前提とし ③ 漁船の譲渡等に際しては、承継者に許可を行い、同時にＩＱも移転することとする。
つつ、新規参入が進みやすい仕組みを検討
する。 ④ 漁業許可を受けた者には、資源管理の状況・生産データ等の報告を義務付ける。

⑤ 資源管理を適切に行い、かつ生産性の高い漁業者が遠洋・沖合漁業を担う漁業構造にしていくた
め、資源管理を適切に行わない漁業者・生産性が著しく低い漁業者に対しては、改善勧告・許可の
取消しを行う。

⑥ 大臣許可漁業に関し、許可を受けた漁業者の廃業などの場合に、随時、新規許可（それぞれ期限
を設定）を行う制度とし、一斉更新制度（一定の時期に全ての許可の期限を終了させ、新たに許可
を出す制度）は廃止する。

⑦ 漁獲報告の迅速化・報告内容の正確性の向上を図るため、漁獲報告の電子化・ＶＭＳの備付けの
義務化を行う。

⑧ これらと併せて、安全性を確保しつつ、漁船に関する制度などについても、沖合・遠洋漁業の生
産性の向上・国際競争力の強化の観点から検討する。



- 6 -

３Ｂ ４ 養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度の見直し
養殖・沿岸漁業については、我が国水域を有
効かつ効率的に活用できる仕組みとする。 養殖・沿岸漁業については、我が国水域を有効かつ効率的に活用できる仕組みとするため、沿岸に

おける海面利用に係る制度を、以下のとおり見直す。
特に、養殖については、国際競争力につなが
る新技術の導入や投資が円滑に行われるよう （１）養殖・沿岸漁業に係る制度の考え方
留意して検討する

① 養殖･沿岸漁業は限定された水域（漁場）を活用して営む漁業であるため、資源管理を適切に行
・都道府県の漁場計画の策定プロセスについ い、漁業をめぐるトラブルを回避する観点から、今後とも漁業権制度を維持する。
て、参入希望者をはじめ関係者の意見を幅
広く聴取するなど透明化する。 ② その際、漁業の成長産業化にとって重要な養殖業の規模拡大や新規参入が円滑に行われるように

する観点から、漁業権付与に至るプロセスを透明化するとともに、漁業権の権利内容の明確化等を
・漁業権の利用状況、資源管理の状況、生産 図る。
データの報告等、漁業権免許を受けた者が
果たすべき責務を明確化する。 ③ これに加えて、都道府県が沿岸漁場管理の業務を漁協等に委ねることができる制度を創設する。

・水域を適切かつ有効に活用している者が漁 （２）漁場計画の策定プロセスの透明化
場利用を継続できることを基本とし、有効
活用されていない水域について、新規参入 ① 都道府県の漁場計画は漁業権付与の前提となるものであり、都道府県は、従来と同様、原則とし
が進みやすい仕組みを検討する。 て５年または１０年ごとに、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、海区ごとに漁業権（定置漁業権、

区画漁業権、共同漁業権の３種類）の区域等を盛り込んだ「漁場計画」を策定し、公表する。
・沿岸漁場の管理は、都道府県の責務とした また、必要に応じ、随時改定を行う。
上で、都道府県が漁協等に委ねることがで
きる仕組みとし、その際のルールを明確化 ② 漁場計画の策定に当たって、都道府県は、当該海区の資源管理を適切に行いつつ、当該海区の海
することを検討する。 面を最大限に活用できるよう留意する。

こうした観点から、可能な場合は、養殖のための新区画の設定も積極的に推進する。

③ また、沖合等に養殖のための新たな区画を設定することが適当と考えられる場合は、国が都道府
県に指示等を行う。

④ 都道府県は、漁場計画の策定に当たって、新規参入希望者を始め関係者の要望を幅広く聴取する
とともに、その要望に関する検討結果を公表することとし、こうした手続を法定する。

（３）漁業権の内容の明確化等

① 漁業権の種類は、従来同様、定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権とする。

② 定置漁業権及び区画漁業権は、個別漁業者に対して付与する。
区画漁業権については、当該区画を利用する多数の個別漁業者が、その個別漁業者で構成する団

体に付与することを要望する場合には、漁業者団体（漁協）に付与する。
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③ 共同漁業権は、一定の水面を共同で利用する多数の漁業者で構成する漁業者団体（漁協）に付与
する。

④ 個別漁業者に付与する漁業権（個別漁業権）については、当該漁業者の経営展開等に必要な範囲
で、都道府県の関与の下で、抵当権の設定等を可能とする（貸付けは禁止）。

⑤ 漁業者団体に付与する漁業権（団体漁業権）については、漁業者団体がそのメンバーである個別
漁業者間の漁場利用に係る内部調整（費用の徴収等を含む。）を漁業権行使規則に基づいて行う。
漁業権行使規則は、メンバー外には及ばない。

⑥ 団体漁業権に関係する個別漁業者が当該団体の構成員の一部である場合には、当該団体漁業権に
関係する地区の漁業者からなる地区部会を常設して、当該地区部会により漁業権行使規則の制定・
運用を行う。

⑦ 団体漁業権を付与された漁業者団体は、定期的に、当該団体漁業権に関係する漁業の生産力の維
持発展に向けた計画（協業化、法人化等）を策定するものとする。

⑧ 都道府県が漁業権を付与する際の優先順位の法定制は廃止し、これに代えて、都道府県が付与す
る際の考慮事項として次の事項を法定する。
ア 既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用している場合は、その継続利用を優先する。
イ それ以外の場合は、地域の水産業の発展に資するかどうかを総合的に判断する。

⑨ 漁業権者は、漁業権の活用状況、資源管理の状況、生産データ等を都道府県に報告することとし、
既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用していない場合には、都道府県は、改善指導・勧告・
漁業権の取消しを行う。

（４）公的な漁場管理を委ねる制度の創設

① 沿岸水域の良好な漁場の維持と漁業生産力の維持・向上のための漁場管理を都道府県の責務とし
て法定した上で、漁場管理の業務を適切な管理能力のある漁協等にルールを定めて委ねることがで
きる制度を創設する。

② 漁場管理の業務を委ねられた者は、そのルールの範囲内で、業務の実施方法等を定めた漁場管理
規程を策定し、都道府県の認可を受けるものとし、業務の実施状況を都道府県に報告する。
業務に関し漁協等のメンバー以外から費用を徴収する必要がある場合は、漁場管理規程の中で、

その使途・負担の積算根拠を明示することとし、また、毎年度その使途に関する収支状況を公表す
る。
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（５）養殖業発展のための環境整備

① 国は、国内外の需要を見据えて戦略的養殖品目を設定するとともに、生産から販売・輸出に至る
総合戦略を立てた上で、養殖業の振興に本格的に取り組む。

② 技術開発については、魚類養殖経営のボトルネックとなる優良種苗・低コスト飼料等に関する技
術開発・供給体制の整備を強化する。

③ 国際競争力のある養殖を育成するため、実証試験等の支援を拡充する。

④ 静穏水域が少ない日本において養殖適地を拡大するため、大規模静穏水域の確保に必要な事業を
重点的に実施する。
また、養殖場として、漁港（水域及び陸域）の有効活用を積極的に進める。

⑤ 拡大する国際市場を見据え、ＨＡＣＣＰ対応型施設の整備や輸出先国に使用が認められた薬剤数
の増加など、輸出を促進するための環境を整備する。

３Ｃ ５ 水産政策の改革の方向性に合わせた漁協制度の見直し
漁協については、農協とは法制上もかなり異
なっていることを踏まえつつ、水産政策の改 漁協については、これまで漁協が果たしてきた役割・機能を評価しつつ、上記の水産政策の改革の
革の方向性に合わせて必要な見直しを検討す 方向性に合わせて、以下のとおり見直す。
る。

（１）団体漁業権の主体や漁場管理の実施者としての位置付け

① 漁協の事業として、４（４）の漁場管理業務を行えることを法定する。

② 団体漁業権や漁場管理に係る業務に要する費用の一部を漁業者等から徴収する場合には、漁業権
行使規則、漁場管理規程を定め、都道府県の認可を受けることとする。

③ 漁場管理業務に関し、漁協のメンバー以外から費用を徴収する場合は、その使途に関する収支状
況を明確化するとともに、情報開示を行うこととする。

④ 団体漁業権に関係する個別漁業者が漁協の構成員の一部である場合には、当該団体漁業権に関係
する地区の漁業者からなる地区部会を常設し、そこで漁業権行使規則などを定められるようにする。

⑤ 全漁連は、漁協における団体漁業権や漁場管理に係る業務の適正化を図るための事業を行うこと
ができることとする。
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（２）漁協の組織・事業体制の強化

① 漁協の目的として、漁業者の所得向上を法律に明記する。

② 役員に販売のプロ等を入れることを法律に明記する。

③ 信用事業を行う信漁連等に対して、全漁連監査に代えて、公認会計士監査を導入する。

④ 漁業生産組合の株式会社への組織変更を可能とする仕組みを導入する。

⑤ 産地市場の統合など、販売力の強化を進める上で必要な場合には、漁協の広域合併を促進する。

６ 漁村の活性化と国境監視機能を始めとする多面的機能の発揮

以上のような漁村全体の収入が確保される取組を通じて漁村の活性化を図るとともに、国境監視、
自然環境の保全、海難救助による国民の生命・財産の保全等の漁業・漁村の持つ多面的な機能が発揮
されるよう、国民の理解増進を図りつつ、効果的な取組を推進する。


